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■下宿紹介係（学生ハウジング）のご紹介 

■店舗のご案内 
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■お部屋探しチャート “お部屋探し～入居までの手順” 
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■「お部屋探し用語」の説明（礼金・敷金って何？共益費って何？） 

 ＬＥＳＳＯＮ 

  

お部屋を借りるのに必要なお金で、月額で決ま 

っています。 月の途中で契約が始まる場合、 

その月の家賃・共益費は日割りで必要になる 

場合があります。 

 

家 賃 
  

  共用部分の電気代や共同設備等にかかる 

お金で、水道代が含まれているところもあります。 

  

新規入居時に家主様に支払うお金で、 

退室時には返金されません。 

 

礼 金 

管理費（共益費） 

  

退室時に返還されるお金ですが、故意・過失に 

よりお部屋を汚したり、破損された場合及び、 

未払い賃料等があればその分が差し引かれて 

返金されます。 

敷 金 

  

  京都では、１年もしくは２年間の契約が多く、 

契約満了時に契約更新するか、解約するかを 

選択しなければなりません。 

契約更新する場合は更新料が必要になる場合が

多いです。 

契約年数 

  

  契約満了時に、契約を更新する場合に家主様に 

払うお金で退室時に返還はされません。 

目安（相場）は家賃の 1 ヶ月分～２ヶ月分です。 

更新料（再契約料） 

  

お部屋を借りるときに賃借人と連帯で保証を 

する人のことで、基本的には、両親のどちらか 

になっていただきます 

連帯保証人 
  

契約が成立した際に、物件の仲介業者に 

対して支払う仲介手数料のことです。 

1Ｒ物件 …仲介手数料/家賃の半月分（税別） 

下宿紹介係 登録物件 …紹介手数料/無料 

仲介手数料 

  

お部屋を借りる際、入居中の事故等に備えて 

住宅総合タイプの火災保険に加入していただく 

ことをお勧めします。 
 

火災保険 
  

契約時に必要な書類です。主なものでは学生証 

のコピー、連帯保証人同意書、その他（住民票、 

印鑑証明等）が必要になる場合もあります。 

必要書類 
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■契約年数って？ 1 年契約と 2 年契約ってどう違うの？ 

 １年契約 は、初回入居時に礼金を、以後は１年ごとに更新料（再契約料）を 

オーナーに支払うことになります。 

 ２年契約 は、初回入居時に礼金を、以後は 2 年ごとに更新料（再契約料）を 

オーナーに支払うことになります。 

これに対して 

 この契約年数の違いで家賃が同じでも、礼金・更新料（再契約料） 

の金額を含めて考えた場合、入居期間トータルでの金額がずいぶんと 

違ってくる場合があります。 

学 年 

入居年 

【合  計】 

卒  業 

１年契約 

２年契約 

２年目 

2 回生・春 

更新料 

5 万円 

１年目 

1 回生・春 

礼  金 

１０万円 

礼  金 

１５万円 

３年目 

3 回生・春 

更新料 

5 万円 

更新料 

5 万円 
２５万円 

２０万円 

《新入生のＡさんが、うさぎハイツ２０１号室を契約する場合》  

       【うさぎハイツ ２０１号室 賃貸条件】            

家賃：５．０万円、共益費：４千円、礼金：１０万円（１年）・１５万（２年） 

敷金：１５万円、更新料：家賃の 1 ヶ月分（１年・２年とも） 

差額   ５万円！ 

 Ａさんがうさぎハイツに卒業まで住み続けるのであれば･･･､ 

入居期間トータルで２年契約の方が５万円安くなります！ 

家賃や新規契約時に必要な金額の大小だけで考えるのではなく、入居期間トータルでの 

金額も十分に考慮した上で、お部屋を選ばれると良いのではないでしょうか。 
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4 年目 

4 回生・春 

更新料 

5 万円 



                       

■ 敷金返還・原状回復について 

契約時に預け入れ、退去時に返還されるお金です。 

   ただし、未払い家賃等がある場合、および入居者の故意・過失によりお部屋を汚していたり、 

破損された場合はその分を差し引きし、余ったお金が返還されます。 

 

敷金とは･･ 

通常、入居者は契約が終了すると、「原状回復」をした上で 

お部屋を明け渡すこととなります。 原状回復とは、「入居者が故意・過失によって破損して 

しまった箇所をもとの状態に戻す」ということで、「借りた時の状態に戻す」という意味では 

ありません。  例えば、畳が日に焼けて変色した、というような通常の使い方で生じた劣化は 

家主の負担となり、入居者の原状回復義務はありません。 

 

原状回復とは･･ 

 

当社が管理をする場合、原状回復および敷金返還については、国土交通省発行の「原状回復をめ

ぐるトラブルとガイドライン」、各関係法規、裁判所判例 等に基づき、入居者・家主双方にとって公

平・公正な査定を実施しています。 

「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」とは･･･､ 

原状回復に係るトラブルが頻発していたことから、「賃借人の原状回復とは何かを明らかにし、 

それに基づいて賃貸人・賃借人の負担割合のあり方を具体的に示すことが必要である」と 

いう観点のもと、国土交通省が 1998 年に発行、2004 年に改訂した冊子です。 

 

下宿紹介係（学生ハウジング）の取組 

敷引（解約引）とは･･･敷金から修理の必要の有無にかかわらず一定の金額を差引く方式です。 

一般的に、この金額の意味は「通常損耗を差引く」という意味と「礼金」の意味合いもあります。 

契約時に定額精算の先払いとしての「敷引（解約引）」のお金を支払っているので、敷引金が差し 

引かれた後の残金は、全額返る 慣習ですが、敷引金を差引いておきながら、さらに原状回復 

費用を請求するという家主・管理会社がおり、トラブルが多くなっています。敷引特約は消費者 

契約法第１０条により無効との裁判での判決も数多く出ています。 

 

  学生ハウジングは、京都産業大学の下宿紹介係であり、大学が指定する宅建業者です。 

大学指定業者は、礼金・敷金といった分りやすい賃貸条件のお部屋を紹介し、敷引、解約引、入館

料、定額補修分担金等のまぎらわしい表現を使用するお部屋は取り扱わないものとされています。 

 

 

敷引（解約引）って何？ 
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■トラブル事例 

 重要 

  

 京都へお部屋探しに行く前に、事前に自宅で情報収集をしようと、様々な不動産業者のホームページを

閲覧していたところ、大学指定ではない不動産業者のホームページより、気に入った物件を見つけた。 

 

さっそく親と相談し、その大学指定ではない不動産業者に、気に入った物件の詳しい情報や物件を仮

押さえができるかなど、問い合わせを行ったところ、その不動産業者より、来店するまで物件を押えておく

場合には、家賃の１ヶ月分を不動産業者の口座へ振り込んで下さいと言われ、振り込んだ…。 

  

数日後、その押さえていた物件を実際に見に行ったがイメージとは違ったので、キャンセルを申し出た

所、契約もまだしていないのに、事前に支払ったお金をなかなか返してくれない… 

 

その後、事前に振り込んだ金員の返金は諦め、大学指定の不動産業者へ行き、気にいった物件を見つ

けることが出来て、無事に契約することができた！ 

また、事前に振り込んだお金についても、大学指定の不動産業者のアドバイスにより、なんとか返金し

てもらうことが出来たが、本当にトラブルの一歩手前で終わった。 

 

 

 

  ・契約前に金銭を要求するような業者は避けましょう。 

   →当社の場合、金銭が発生するのは気に行ったお部屋が見つかって重要事項の説明を聞いて戴

き、ご納得戴いてから、お支払い戴きます。 

・大学が指定する不動産業者でお部屋探しすることをオススメします。 

→京都産業大学は、学生の皆様に、安心・安全なお部屋探しをしてもらうために、不動産業者と提

携しており、学生ハウジングはその大学の意向に基づきお手伝いしてます。 

 

  

電話問い合わせにて… 
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大丈夫かな？ 

どうしよう？ 

ポイント 

      

 

京都産業大学 下宿紹介係へ相談 

    京都産業大学 ８号館４階店 

    TEL ０１２０－８－２３４５６ 

当社の取り扱いでない物件についてでも結構です！ 

お気軽にご相談ください！ 



 
１．交渉預り金・申込証拠金について 

 (１) 会員は、原則として申込金・交渉預り金等その名目の如何を問わず、借り受け予定者から預り金

を受領してはならないものとする。 

(２)  会員が例外として預り金を受領する場合は、借り受け予定者が物件を特定しその物件を確保す

るために特段の依頼をした場合に限るものとする。 この場合には、次のすべての事項について借り

受け予定者に書面に記載 して説明しなければならない。 

① 重要事項説明書の発行 

② 会員が賃貸人あるいは賃貸人から業務委託(契約)を受けた管理会社から媒介依頼(委任

代理を含む)を受けていることを証する書面、並びに預 り金等の代理受領権限を証する書面の

提示。(代理委任状、業務委託契約 書等) 

③ 次のことを掲載した「預り証」を発行する。 

ア 預りの目的(物件確保のため) 

イ 預り金の有効期限 

ウ 当該預り金は、借り受け予定者からの返還申し入れがされた時には速やかに返還する。 

エ 当該預り金は、契約の成立・不成立に拘わらず全て借り受け予定者に返還されるものである

こと。 

オ 金額その他契約のために必要とする事項等    
 

２．契約成立時における金員の取り扱いについて 

  契約成立時（注１，２）において、借り受け予定者から賃貸人に支払われる金員は、媒介業者におい

て保管されるものではない。しかし、例外として媒介業者が保管 をする場合には、賃貸人（管理会社）

からその保管依頼の委任状等を取り付け、それを借り受け予定者に提示し、同時に受理書を発行しな

ければならない。  

  また契約成立日から入居までに発生する、契約履行着手前の解除等の解約トラブル等の防止と解

決のため、契約締結時には解約手付金や違約金を定める等して、借り受け予定者・賃貸人双方に合意

をしてもらうことが望ましい。 

(注１)宅地建物取引業法第３７条(書面の交付が充たされる契約) 

(注２)一般的に契約の成立時期は、媒介業者が重要事項を説明した上で申込者が物件の賃借を申し

込み、貸主（又は委託を受けた管理会社）が要件審査の後 これを承諾して、更に手付金授受を

定めているときは当該金銭が貸主に交付されたときである。 

なお、保証人の確保等、契約の停止条件を貸主から提示している場合は、申込者から当該保証

書面が交付されることを要する。(平成５年１月 13 日付、５建第５７号：京都府土木建築部建築

指導課長「賃貸物件の媒介等の適正化について(抜粋)」)  

 
 

■ 金銭トラブルに注意！！ 
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